
 

脳血管撮影装置 

 

 

 

入札説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県公営企業局

 
１．入札説明書 P.　１

 
２．契約規程（抜粋） P.　７

 
３．入札心得 P.１２

 
４．関係様式

 
物品購入契約書 P.１７

 
一般競争入札参加資格確認申請書 P.３７

 
委任状 P.３８

 
入札書 P.３９

 
５．仕様書 P.４０



1 

入 札 説 明 書 

 

 

政府調達に関する協定の適用を受ける脳血管撮影装置の購入に係る入札公告に基づく入

札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

 

第 1　入札及び契約に関する事項 

１　入札公告日　令和８年７月 10日（金） 

２　契約担当者　高知県公営企業局長　中嶋　真琴 

３　担当部署　〒780-0850　高知市丸ノ内一丁目７番５２号 

　　　　　　　高知県公営企業局県立病院課　電話番号 088-821-4634 

４　入札に付する事項 
（１）購入物品の名称及び数量 

脳血管撮影装置　一式 
（２）調達物件の基本的性能・特質等 

別紙仕様書による 
（３）履行期限 

令和９年３月25日（木） 
（４）納入場所 

安芸市宝永町３番33号 
高知県立あき総合病院 

５　入札参加資格 
次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、６により事前にこの入札公告に係る入札参加資

格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 
（２）令和６年度から令和８年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格（令和６年１月

高知県公営企業局告示第１号。以下「公営企業局告示」という。）に基づき、高知県

における「令和６年度から令和８年度競争入札参加資格者登録名簿（物品購入等関

係）」に登載されている者であること。 
（３）入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領（平

成７年１２月高知県告示第６３８号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者

であること。 
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（４）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５

年法律第１４５号）第３９条第１項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許

可を受けている者であること。 
（５）６によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札

の日までの間に、令和６年度から令和８年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等（令和５年　

９月高知県告示第６３８号。以下「告示」という。）第１の２の（９）に該当し、告

示第７の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第

１の２の（９）に該当しない者であること。 
（６）入札公告に示した調達物品及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入できる

こと及び維持補修サービス体制が整備されていること。 
（７）（１）から（６）までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件

を満たす者であること。 
 
６　入札に参加を希望する者に求められる事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を３の場所に、令和８年　　

７月 27 日（月）午後５時までに提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受

けなければならない。また、入札者は高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求め

られた場合は、それに応じなければならない。 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

（２）５の（４）及び（６）の要件を満たすことを証する書類 

（３）納入しようとする機器が入札説明書に示す基本的性能及び特質等を満たすことを

証する書類（※仕様書の対応表に加えて、諸元等を記したカタログや取扱説明書等を

添付し、該当箇所を明示するなどにより証明すること。） 

（４）その他入札参加資格に関する書類 

 
７　入札及び開札等 

（１）入札、開札の日時 

　　　　令和８年８月 20日（木）　午後２時 30 分 

（２）入札場所及び開札の場所 

高知市丸ノ内一丁目２番20号　高知県庁本庁舎　地下第１会議室 

（３）入札書の記載内容等 

　　　ア　入札書には次に掲げる事項を記載すること 

　　　（ア）入札書提出年月日 

（イ）入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び

代表者の氏名）及び押印（外国人の署名含む。以下同じ。） 
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（ウ）代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、そ

の所在地、名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当

該代理人の住所、氏名及び押印 

なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を

提出しなければならない。 

　　　（エ）入札金額 

　　　（オ）入札件名 

　　　イ　入札参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について 

押印をしなければならない。ただし、入札金額の訂正はできない。 

　　　ウ　入札参加者等は、その提出した入札書の取り替え、訂正又は取り消しをすること

ができない。 

　（４）入札書の提出方法 

　　　ア　持参又は郵送により提出することとし、電送その他によるものは受け付けない。 

　　　イ　持参による場合は、７の（１）及び（２）の日時及び場所において所定の入札箱

に投かんしなければならない。 

　　　ウ　郵送入札の取扱 

　　　　　郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和８年８月 19 日（水）午後５時

までに、３の場所に必着するように郵送しなければならない。この場合、二重封筒

とし、表封筒に「令和８年８月 20 日入札〔件名（脳血管撮影装置一式）〕の入札書

在中」と朱書し、中封筒の表面に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「令

和８年８月 20 日入札〔件名（脳血管撮影装置一式）〕の入札書在中」と朱書しなけ

ればならない。 

　　　エ　入札参加者等は、別紙の仕様書、契約書（案）等を了解のうえ入札しなければな

らない。この場合において、当該仕様書等に疑義のある場合は、３の場所に照会す

ることができる。 

 

８　入札書に記載する金額 

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算された金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）を落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 

９　入札保証金及び契約保証金 

　　高知県公営企業局契約規程（昭和４１年高知県企業局管理規程第５号。以下「契約規程」

という。）第６条、第２２条及び第２３条の規定による。 
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契約規程第６条第２号の規定による入札保証金の免除を受けたい入札参加者は、国又

は地方公共団体との間において過去２年以内に当該契約と種類を同じくする契約を数回

にわたって締結し、これら契約を誠実に履行したことを証する書面（契約書の写し等）を

３の場所に提出すること。 

 

１０　入札の無効等 

　　次の（１）から（11）までのいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）入札に参加する資格を有しない者の入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札 

（４）入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意思表示が不明瞭である入

札 

（５）同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入

札 

（６）入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金（入札保証金に代

わる担保を含む。）を納付していない者又はこれが不足している者のした入札 

（７）入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった

入札 

（８）入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかっ

た者の入札 

（９）高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成７年高知県企業局管理規程第９

号）により、高知県特定調達契約事務取扱規則（平成７年高知県規則第１２５号）の

規定の例によることとされている同規則第４条第４項の規定により入札書を受領し

た場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認めら

れなかった者の入札 

（10）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に違

反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の

入札 

（11）その他入札に関する諸条件に違反した入札 

 

１１　入札の延期又は中止 

入札参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に

執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを

中止することがある。 
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１２　開札 

（１）開札は、入札参加者等を立ち合わせて行う。入札参加者等は特に事情がある者のほ

かは開札に立ち会うものとする。ただし、入札参加者等が立ち会わない場合は、入札

事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。 

（２）開札場には、入札参加者等、入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」と

いう。）及び（１）の立会い職員以外の者は入場することはできない。 

（３）入札参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

（４）入札参加者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、

入札参加者等に該当する者であることを証明しなければならない。 

（５）入札参加者等は、入札関係職員が特にやむをえない事情があると認める場合のほか、

開札場を退場することはできない。 

（６）開札場において、次に掲げるいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。 

　ア　公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

　イ　公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

（７）開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。

この場合において、入札参加者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、

その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。 

（８）再度の入札を行っても落札者が決定しないときは、最低価格の入札を行った入札参

加者等から順次随意契約の交渉を行う場合がある。 

 

１３　落札者の決定方法 

（１）契約規程第９条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った入札参加者等を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価格の入札をした者が、２人以上あるときは、直ちに当該入札参

加者等にくじを引かせ、落札者を決定する。 

　なお、開札に立ち会えないなどの理由によりくじを引かない者があるときは、当該

入札参加者等に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決

定するものとする。 

（３）落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取

り消すものとする。 

 

１４　その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 

　　　　日本語及び日本国通貨 

（２）手続における交渉の有無 

　　　　無 
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（３）契約書の作成の要否 

　　　要 

（４）資格審査に関する事項 

５の（２）に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加

を希望する者は、公営企業局告示に基づき、高知県知事が定める申請書に必要書類

を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。ただし、令和８年

７月21日（火）までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資

格が与えられない。 
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入

札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。 
　　なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時

を当該申請書の欄外に朱書きするとともに、当該事項を申し出ること。 
（５）関連情報を入手するための照会窓口 

　　　　３に同じ。 

（６）入札参加者は、別紙仕様書、入札心得等を熟読し、かつ、遵守すること。また、入

札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（７）入札終了後、落札者は課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提

出すること。 

（８）費用負担 

入札参加者等又は契約の相手方が本件履行に関して要する費用については、全て

当該参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

（９）入札保証金及び契約保証金の免除について 

　入札保証金については、契約規程第６条ただし書きに該当する場合は免除する。ま

た、契約保証金については契約規程第２３条に該当する場合は免除とする。 

　 

第２　仕様に関する事項 

（１）当該件名の仕様は、仕様書のとおりとする。 

（２）当該仕様書等の照会先は、第１の３に同じ。 

（３）応札仕様書を作成し提出すること。 
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 (一般競争入札参加者の資格等の公示) 

第 3条　管理者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の

種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経

営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方

法等を併せて高知県公報、掲示その他の方法により公示するものとする。 

2　管理者は、知事があらかじめ前項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格

その他を定めたものについては、これによるものとし、その旨を同項に規定する方法に

より公示しなければならない。 

 

(一般競争入札参加者の資格の審査及び結果の通知) 

第 4条　管理者は、前条の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところに

より一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するか

どうかを審査するものとする。 

2　管理者は、前項の審査を終了したときは、当該申請者にそれぞれ資格の有無その他必

要な事項を通知するものとする。 

 

 (入札保証金) 

第 6条　契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約

金額の 100 分の 5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

(1)　一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に公営企業局を被保険者

とする入札保証保険契約を結んだとき。 

(2)　第 3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、

落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

(入札保証金に代わる担保) 

第 7条　入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供するこ

とをもって、これに代えることができる。 

(1)　政府の保証のある債券 

(2)　銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫

連合会の発行する債券、農林債、商工債又は全国連合会債(第 8条第 1号において

「金融債」と総称する。) 

(3)　契約担当者が確実であると認める社債 

 ○高知県公営企業局契約規程(昭和 41 年企業局管理規程第 5 号)　(抜粋)
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(4)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金

利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3条に規定する金融機関(銀行

を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手 

(5)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が引受け、又は保証若しくは

裏書をした手形 

(6)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関に対する定期預金債権 

(7)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関の保証 

2　契約担当者は、前項第 6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させ

るときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者

である銀行又は確実であると認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出

させなければならない。 

3　契約担当者は、第 1項第 7号の銀行又は確実であると認める金融機関の保証を入札保

証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提

出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実であると認める金融機関と

の間に保証契約を締結しなければならない。 

 

(入札保証保険証券の提出) 

第 7条の 2　契約担当者は、第 6条第 1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないと

きは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証

券を提出させなければならない。 

 

(手形の現金化等) 

第 7条の 3　契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代

えて手形を担保として提供した場合において、契約締結前に当該手形が満期になるとき

は、企業出納員に連絡し、企業出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保

管をさせ、又は当該手形に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える

担保の提供を求めなければならない。 

 

(担保の価値) 

第 8条　第 7条第 1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号

に掲げるところによる。 

(1)　国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債及び契約担当者が確実であると認

める社債　額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき

は、発行価額)の 8割に相当する金額 

(2)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が振出し、又は支払保証をし

た小切手　小切手金額 
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(3)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が引受け、又は保証若しくは

裏書をした手形　手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1月後で

あるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の

金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額) 

(4)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関に対する定期預金債権　当該

債権証書に記載された債権金額 

(5)　銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関の保証　その保証する金額 

 

(予定価格) 

第 9条　契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕

様書等によって予定し、その予定価格を記載した別記第 1号様式又は別記第 1号様式の

2による書面を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

ただし、あらかじめ予定価格を公表するものについては、当該予定価格調書を封書にし

ないことができる。 

 

 (入札の無効) 

第 12 条　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1)　入札の資格のない者の入札 

(2)　納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を納付しな

い者又は第 6条に規定する額に達していない者の入札 

(3)　不正の利益を得るため談合したと認められる者又は入札に際し不正の行為があっ

た者の入札 

(4)　同一の入札について 2以上の入札をした者の入札 

(5)　入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明な入札 

(6)　入札書の金額を訂正した入札 

(7)　前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札 

 

 (契約保証金) 

第 22 条　契約担当者は、契約者をして契約金額の 100 分の 10以上の契約保証金を納めさ

せなければならない。この場合において、契約者が高知県住宅供給公社又は県から基本

財産その他これに準ずるものの 2分の 1以上の拠出を受けている一般社団法人若しくは

一般財団法人であるときは、契約金額の 1,000 分の 1以上とすることができる。 

2　契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代

えることができる。 

(1)　国債、地方債及び第 7条第 1項各号に掲げるもの 
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(2)　公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2条第 4項に

規定する保証事業会社(第 4項において「保証事業会社」という。)の保証 

3　第 7条第 2項及び第 3項並びに第 7条の 2から第 8条までの規定は、契約保証金につ

いて準用する。この場合において、第 7条第 3項中「又は確実であると認める金融機関

の保証」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関の保証又は保証事業会社

(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2条第 4項に規定

する保証事業会社をいう。以下この項において同じ。)の保証」と、「又は確実である

と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関又は保証

事業会社との間」と、第 7条の 2中「第 6条第 1号」とあるのは「第 23 条第 3号」

と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険

契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第 7条の 3中「一般競争入札に参加しよう

とする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行

前」と、第 8条中「第 7条第 1項」とあるのは「第 22 条第 2項第 1号」と読み替える

ものとする。 

4　第 2項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合に

おける当該担保の価値は、その保証する金額とする。 

5　既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合

に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減するものとす

る。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。 

 

(契約保証金の免除) 

第 23 条　契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は

一部を納めさせないことができる。 

(1)　公営企業局が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。 

(2)　財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約

保証金を納付させる必要が認められないとき。 

(3)　契約者が保険会社との間に公営企業局を被保険者とする履行保証保険契約を結ん

だとき。 

(4)　契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。 

(5)　財産の売払いの契約について、公営企業局が契約を解除したときにおいて既に納

付している売払代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として公営企業局に帰

属させる旨を約定した契約を結ぶとき。 

(6)　契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそ

れがないと認められるとき。 

(7)　第 3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競

争入札に付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国又は地方公共団
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体との間において過去 2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回

にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。 
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政府調達協定に係る一般競争入札心得 

                                                                高知県公営企業局 

 

（目的） 

第１条　高知県公営企業局の行う物品の購入に係る一般競争入札の取扱いについては、他

の法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 

 

（一般競争入札参加資格） 

第２条　一般競争入札に参加できる者は、当該調達物品等の入札参加者として資格を確認

された者（以下「入札参加者」という。）とする。 

 

（入札保証金） 

第３条　入札参加者は、入札執行前に、高知県公営企業局契約規程（昭和４１年高知県企業

局管理規程第５号。以下「規程」という。）第６条の入札保証金を納付しなければならな

い。ただし、同条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。 

 

（入札の基本的事項） 

第４条　入札参加者又はその代理人（以下「入札者」という。）は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。 

２　入札者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札し

なければならない。 

３　入札者は、入札執行者の指定する場所に待機していなければならない。無断で指定する

場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱うものとする。 

４　入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。指示に従わないときは、投かん後で

あっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。 

５　入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったも

のとして取り扱うものとする。 

 

（公正な入札の確保） 

第５条　入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

（入札の方法） 

第６条　入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、所定の入札書（規程第２号様式）を用い
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て入札しなければならない。 

２　入札者が代理人であるときは、その委任状を提出し、確認を受けた後、入札しなければ

ならない。 

３　押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならな

い。なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書（運転免許証等が該当。顔写真付きの名刺

は不可。）を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は当該身分証

明書を入札会場に持参すること。 

４　入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しな

ければならない。ただし、金額を訂正することはできない。 

なお、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。 

５　入札金額（一定期間継続する売買、供給、使用等に関する契約に係る単価について行う

入札の入札金額を除く。）には、１円未満の端数をつけることができない。１円未満の端

数をつけたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとして取り扱うものと

する。 

６　入札者は、いったん投かんした入札書について、取り替え、訂正又は取り消しすること

はできない。 

７　郵便により入札する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封し、かつ、封皮

に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「○月○日入札〔件名（○○○○）〕の入

札書在中」と朱書し、外封筒の封皮には中封筒と同様に氏名等を朱書し、書留として受領

期限までに到着するよう送付しなければならない。 

８　郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に電話による責任

者又は担当者の在籍確認を行う。 

 

（入札の辞退） 

第７条　入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 

２　入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとす

る。 

　(１)　入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送（入札日

の前日までに到達するものに限る。）すること。 

  (２)　入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を

執行する者に直接提出すること。 

 

（無効の入札） 

第８条　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１)　入札に参加する資格を有しない者の入札 

(２)　委任状を持参しない代理人のした入札 
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(３)　入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札 

(４)　入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意志表示が不明瞭である

入札 

(５)　対面による入札において、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした

者の本人確認が行えなかった入札 

(６)　郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、責任者及び担当者の

氏名、連絡先の記載がない又は記載内容が不明瞭で判別できない入札書を提出した

入札 

(７)　郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に、電話によ

り責任者又は担当者の在籍確認が行えなかった入札 

(８)　同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の

入札 

(９)　入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金（入札保証金に代

わる担保を含む。）を納付していない者又はこれが不足している者のした入札 

(10)　入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった

入札 

(11)　入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかっ

た者の入札 

(12)　高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成７年高知県企業局管理規程第

９号）により、高知県特定調達契約事務取扱規則（平成７年高知県規則第１２５号）

の規定の例によることとされている同規則第４条第４項の規定により入札書を受領

した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認め

られなかった者の入札 

(13)　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、価格又はその他の点

に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札 

(14)　その他入札に関する諸条件に違反した入札 

 

（入札の執行の取り消し又は延期） 

第９条　次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め、又は当

該入札者を入札に参加させないことがある。 

　(１)　天災その他やむを得ない理由があるとき。 

(２)　入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行する

ことができないと認められるとき。 

 

（開札） 

第１０条　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代
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理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。 

 

（落札者の決定の方法） 

第１１条　予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 

２　落札となる入札があったときは調達件名、入札書記載金額に１００分の１０を加算し

た金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。 

３　落札となるべき同価格の入札をした者が、２人以上あるときは、くじで落札者を決定す

る。 

 

（再度入札等） 

第１２条　開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。 

２　前項の場合において、事前に郵送し開札に立ち会わない者がいるときは、再度入札の日

時を新たに決定するものとする。 

３　再度入札は、２回（あわせて３回の入札）まで行う。 

４　次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 

(１)　第４条第３項から第５項までのいずれかの規定に基づき辞退として取り扱われた

とき。 

　(２)　第７条第２項の規定により辞退したとき。 

(３)　第８条第１号、第２号又は第５号から第８号までのいずれかに該当し、無効とされ

たとき。 

５　再度入札において、前回の入札の最低価格以上の入札は、辞退の意志表示があったもの

とし、辞退札として取り扱うものとする。この場合、次回以後の再度入札に参加すること

ができない。 

６　落札者が契約を結ばないときは、落札金額の制限内で随意契約を行うことがある。 

 

（契約の確定） 

第１３条　契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定

する。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約内容を記録した電磁的

記録に契約担当者双方が電子署名を行ったときに当該契約は確定する。 

 

（契約保証金） 

第１４条　落札者は、契約を締結するにあたり、規程第２２条による契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規程第２３条の規定により免除された場合は、この限りでない。 

 

（異議の申立） 

第１５条　入札した者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面、契約書及び現場等につ
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いての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 
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物 品 購 入 契 約 書 

 

　買受人高知県公営企業局（以下「甲」という。）と売渡人　　　　（以下「乙」という。）

とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。 

 

　（信義誠実等の義務） 

第１条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２　甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

 

　（売買物品及び売買代金） 

第２条　乙は、次に掲げる物品（以下「売買物品」という。）を金　　　　円（うち消費税

額及び地方消費税額　　　　円とする。）をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。 

　　品　　名　脳血管撮影装置 

　　種　　類　 

　　規　　格　別紙仕様書のとおり 

　　数　　量　一式 

 

　（契約保証金） 

第３条　乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として金　　　円を甲に納付しなけれ

ばならない。 

２　前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するも

のとする。 

３　甲は、乙がこの契約に定めるところにより売買物品の全部の引渡しを完了したときは、

遅滞なく契約保証金を還付するものとする。 

４　第１項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 

 

　（納入期限及び納入場所） 

第４条　売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。 

　　納入期限　令和９年３月 25 日 

納入場所　安芸市宝永町３番33号　高知県立あき総合病院 
 

　（権利又は義務の譲渡等の禁止） 

第５条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

 

契約保証金あり
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　（売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受） 

第５条の２　前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この売

買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第 15 条、

第 18条、第 18条の２及び第 18 条の３の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者

に引き受けさせなければならない。 

２　乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務

の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して５年を経過した日の属する

年度の末日まで適用する。 

 

　（暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務） 

第６条　乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等（高知県暴力団排除条例

（平成 22年高知県条例第 36 号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。第 16条の

２第１項において同じ。）による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる

妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければな

らない。 

 

　（納期限の延長等） 

第７条　乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができ

ないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延

長を請求することができる。 

２　乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができない

ときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を

受けなければならない。 

 

　（売買物品の品質等） 

第８条　売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法

等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等

以上のものとする。 

 

　（検査等） 

第９条　乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、

規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。 

２　前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこ

れを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。 

３　前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。 
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（売買物品の引渡し及び所有権の移転） 

第９条の２　売買物品の引渡しは、乙が前条第１項又は第２項の規定による検査に合格し

たときに行われたものとする。 

２　売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。 

 

　（売買代金の支払） 

第 10 条　乙は、前条第１項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に

対して売買代金の支払を請求することができる。 

２　前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額

について行うものとする。 

３　甲は、第１項の規定による支払の請求書を受理した日から 30 日以内に当該売買代金を

支払わなければならない。 

 

　（前金払） 

第 11 条　特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規

定の範囲内で別段の定めをすることができる。 

 

　（部分払） 

第 12 条　乙は、売買物品の既納部分（甲が第９条の規定による検査を行って引渡しを受け

たものをいう。以下同じ。）に対する売買代金相当額が契約金額の 10分の４（前金払を受

けていない場合にあっては、10 分の３）又は 10 分の８以上に達した場合は、それぞれ既

納部分の売買代金相当額の支払（この契約において「部分払」という。）を請求すること

ができる。 

２　前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知

県公営企業局契約規程（昭和 41 年高知県公営企業局管理規程第５号）第 36 条第４項の

規定の範囲内で別段の定めをすることができる。 

３　部分払の時期は、第９条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から

15 日以内とする。 

４　前金払があった場合において、第１項の規定により請求することができる額は、当該前

金払に係る金額を控除して算定するものとする。 

 

　（数量等の変更） 

第 13 条　甲は、必要がある場合には、乙から第９条第１項の規定による検査を求める通知

を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。こ

の場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、売買代金の計算の基礎となっ
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た単価によって行うものとする。 

２　甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、

その損害を賠償しなければならない。 

 

　（履行遅滞に伴う延滞違約金等） 

第 14 条　乙が納入期限内に売買物品を納入しなかったときは、乙は、甲に対して、当該納

入遅滞部分に係る売買代金に対し、第 17 条第１項の損害賠償とは別に、当該納入期限の

翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の財務大臣が決定する

率を乗じて計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。

次項において同じ。）の延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙の責めに帰すること

ができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が 100 円未満の場合は、この

限りでない。 

２　甲の責めに帰する事由により、第 10 条第３項及び第 12 条第３項に規定する売買代金

の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期

限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の財務大臣が決

定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。 

３　第１項の場合において、乙が第３条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲

は、これを延滞違約金に充当することができる。 

 

　（契約不適合責任） 

第 15 条　甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態（以下この

条において「契約不適合」という。）があるときは、乙に対して、無償によるその契約不

適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求（以下この条において「追

完請求」という。）することができる。 

２　前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に

履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求（以下

この条において「契約金額減額請求」という。）することができる。 

３　前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約

金額減額請求をすることができる。 

(１)　履行の追完が不能であるとき。 

(２)　乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３)　特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成すること

ができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(４)　前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがな
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いことが明らかであるとき。 

４　追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたもので

あるときは、行うことができない。ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを

知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

５　第１項から第３項までの規定は、第17条の規定による損害賠償の請求並びに第16条、第

16条の２及び第16条の３の規定による解除権の行使を妨げない。 

６　甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知ったときから１年以内にその

旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完

請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、

乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この

限りでない。 

 

（危険負担） 

第 15 条の２　売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を

負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この

限りでない。 

 

　（契約の解除） 

第 16 条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの

契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が

生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

２　前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の 10 分の１

に相当する額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を違約

金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

３　前項の場合において、乙が第３条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、

これを違約金に充当することができる。 

 

　（暴力団排除措置による解除） 

第 16 条の２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の

責めを負わないものとする。 

　(１)　暴力団（高知県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項

において同じ。）であると認められるとき。 

　(２)　役員等（次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員等であると

認められるとき。 

　　ア　法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者 
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　　イ　法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有す

る者 

　　ウ　個人にあっては、その者及びその使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる

名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者（事業所の業務を統括

する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）） 

　(３)　役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は

雇用していると認められるとき。 

　(４)　暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる

とき。 

　(５)　役員等が、自己、その属する法人等（法人その他の団体をいう。）若しくは第三者

の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を

利用していると認められるとき。 

　(６)　役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、

金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

　(７)　役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与して

いると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められると

き。 

　(８)　役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関

与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認めら

れるとき。 

　(９)　前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 

　(10)　第６条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。 

２　前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合につい

て準用する。 

 

　（談合等の不正行為があった場合の解除） 

第 16 条の３　甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約

を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わな

いものとする。 

　(１)　公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 62 条第１

項に規定する課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が

確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消

された場合を含む。以下この条において同じ。）。 
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　(２)　公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排

除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定したと

き。 

　(３)　乙（法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。）について刑

法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第

１項、第 90 条若しくは第 95 条（独占禁止法第 89 条第１項又は第 90 条に規定する違

反行為をした場合に限る。）の規定による刑が確定したとき。 

　(４)　納付命令又は排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者

団体（以下この号及び次号において「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等

に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に

対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 18 条第１項第

１号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

　(５)　前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対

象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、

当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該

当するものであるとき（公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる

場合に限る。）。 

２　第 16 条第２項及び第３項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準

用する。 

 

（契約解除後の前払金の返還等） 

第 16 条の４　第 11 条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除され

たときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。この場合において、解

除が第 16条、第 16 条の２又は第 16 条の３の規定によるものであるときには、受領した

前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、この契約を締結した日に

おける政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項

の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当

該端数を切り捨てた額）の利息を付して返還しなければならない。ただし、計算した利息

の金額が、100 円に満たないときは、この限りでない。 

 

　（損害賠償等） 

第 17 条　乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損
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害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行

が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。 

２　甲は、第 16 条第１項又は第 16 条の２第１項の規定によりこの契約を解除したときに

おいて、第 16 条第２項に定める（第 16条の２第２項において準用する場合を含む。）違

約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求すること

ができる。 

３　前２項の場合において、乙が第３条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲

は、これを損害金に充当することができる。 

４　甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべ

き売買代金と相殺することができる。 

 

　（談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定） 

第 18 条　乙は、第 16 条の３第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除す

るか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の 10 分の１に相当する額（当該額に１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を、特別の定めがある場合を除き、

甲が納入の通知（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 231 条に規定する納入の通知を

いう。次条第１項において同じ。）を発する日の属する月の翌月の末日（当該日が日曜日、

土曜日若しくは国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休

日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第

１項において同じ。）までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

　(１)　第 16 条の３第１項第１号、第２号、第４号及び第５号のいずれかに該当する場合

であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項の

規定に基づく不公正な取引方法（昭和 57 年６月 18日公正取引委員会告示第 15 号）第

６項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合 

　(２)　第 16 条の３第１項第３号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑

が確定した場合 

２　前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額

を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金

の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年３パ

ーセントの割合で計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てた額）の遅延利息を付した額を請求することができる。 

３　前２項の場合において、乙が第３条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲

は、これを賠償金等に充当することができる。 

４　前３項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。 
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　（談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金） 

第 18 条の２　乙は、第 16 条の３第１項第１号から第３号までのいずれかに該当するとき

は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除

き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。 

２　前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の２に相当する額（当該額に１円

未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」と

いう。）とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第７条の４第２項若しくは第３

項又は第７条の５第３項の規定による課徴金の減額（以下この項において「課徴金の減額」

という。）を受けた事業者（公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたこと

を公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。）である

場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額（当該額に１円未

満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を違約金額から減額した額とする。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。 

 

　（乙の文書提出義務） 

第 18 条の３　乙（乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。）は、こ

の契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令

その他の文書（この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。）の交付を受けた

ときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。 

２　前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して５年を経過した日の属する

年度の末日まで適用する。 

 

　（違約金等の徴収） 

第 19 条　乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての

違約金（以下この項において「違約金等」という。）を甲の指定する期間（第 18条に規定

する賠償金にあっては同条第１項に、第 18条の２に規定する違約罰としての違約金にあ

っては同条第１項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。）内に支払

わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当

該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年３パーセントの割合で計算

した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において

同じ。）の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払う

べき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延

利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。 

２　前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年３パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないとき
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は、この限りでない。 

 

　（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第 20 条　第 14条、第 16 条の４、第 18条第２項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利

息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、

365 日当たりの割合とする。 

　 

　（疑義の決定等） 

第 21 条　この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

 

　（裁判管轄） 

第 22 条　この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。 

 

　この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契

約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとする。 

 

　　令和　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　買受人　　高知県公営企業局 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県公営企業局長　中嶋　真琴　　□印 

 

　　　　　　　　　　　　　　　売渡人　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　□印 
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物 品 購 入 契 約 書 

 

　買受人高知県公営企業局（以下「甲」という。）と売渡人　　　　（以下「乙」という。）

とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。 

 

　（信義誠実等の義務） 

第１条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２　甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

 

　（売買物品及び売買代金） 

第２条　乙は、次に掲げる物品（以下「売買物品」という。）を金　　　　円（うち消費税

額及び地方消費税額　　　　円とする。）をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。 

　　品　　名　脳血管撮影装置 

　　種　　類　 

　　規　　格　別紙仕様書のとおり 

　　数　　量　一式 

 

　（契約保証金） 

第３条　契約保証金は、高知県公営企業局契約規程（昭和 41 年高知県公営企業局管理規程

第５号）第○条第○号の規定により免除する。 

 

　（納入期限及び納入場所） 

第４条　売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。 

　　納入期限　令和９年３月 25 日 

　　納入場所　安芸市宝永町３番 33 号　高知県立あき総合病院 

 

　（権利又は義務の譲渡等の禁止） 

第５条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

 

　（売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受） 

第５条の２　前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この売

買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第 15 条、

第 18条、第 18条の２及び第 18 条の３の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者

に引き受けさせなければならない。 

契約保証金なし
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２　乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務

の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して５年を経過した日の属する

年度の末日まで適用する。 

 

　（暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務） 

第６条　乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等（高知県暴力団排除条例

（平成 22年高知県条例第 36 号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。第 16条の

２第１項において同じ。）による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる

妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければな

らない。 

 

　（納期限の延長等） 

第７条　乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができ

ないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延

長を請求することができる。 

２　乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができない

ときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を

受けなければならない。 

 

　（売買物品の品質等） 

第８条　売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法

等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等

以上のものとする。 

 

　（検査等） 

第９条　乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、

規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。 

２　前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこ

れを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。 

３　前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。 

 

（売買物品の引渡し及び所有権の移転） 

第９条の２　売買物品の引渡しは、乙が前条第１項又は第２項の規定による検査に合格し

たときに行われたものとする。 

２　売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。 
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　（売買代金の支払） 

第 10 条　乙は、前条第１項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に

対して売買代金の支払を請求することができる。 

２　前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額

について行うものとする。 

３　甲は、第１項の規定による支払の請求書を受理した日から 30 日以内に当該売買代金を

支払わなければならない。 

 

　（前金払） 

第 11 条　特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規

定の範囲内で別段の定めをすることができる。 

 

　（部分払） 

第 12 条　乙は、売買物品の既納部分（甲が第９条の規定による検査を行って引渡しを受け

たものをいう。以下同じ。）に対する売買代金相当額が契約金額の 10分の４（前金払を受

けていない場合にあっては、10 分の３）又は 10 分の８以上に達した場合は、それぞれ既

納部分の売買代金相当額の支払（この契約において「部分払」という。）を請求すること

ができる。 

２　前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知

県公営企業局契約規程（昭和 41 年高知県公営企業局管理規程第５号）第 36 条第４項の

規定の範囲内で別段の定めをすることができる。 

３　部分払の時期は、第９条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から

15 日以内とする。 

４　前金払があった場合において、第１項の規定により請求することができる額は、当該前

金払に係る金額を控除して算定するものとする。 

 

　（数量等の変更） 

第 13 条　甲は、必要がある場合には、乙から第９条第１項の規定による検査を求める通知

を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。こ

の場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、売買代金の計算の基礎となっ

た単価によって行うものとする。 

２　甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、

その損害を賠償しなければならない。 

 

　（履行遅滞に伴う延滞違約金等） 
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第 14 条　乙が納入期限内に売買物品を納入しなかったときは、乙は、甲に対して、当該納

入遅滞部分に係る売買代金に対し、第 17 条第１項の損害賠償とは別に、当該納入期限の

翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の財務大臣が決定する

率を乗じて計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。

次項において同じ。）の延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙の責めに帰すること

ができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が 100 円未満の場合は、この

限りでない。 

２　甲の責めに帰する事由により、第 10 条第３項及び第 12 条第３項に規定する売買代金

の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期

限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の財務大臣が決

定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。 

 

　（契約不適合責任） 

第 15 条　甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態（以下この

条において「契約不適合」という。）があるときは、乙に対して、無償によるその契約不

適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求（以下この条において「追

完請求」という。）することができる。 

２　前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に

履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求（以下

この条において「契約金額減額請求」という。）することができる。 

３　前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約

金額減額請求をすることができる。 

(１)　履行の追完が不能であるとき。 

(２)　乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３)　特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成すること

ができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(４)　前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがな

いことが明らかであるとき。 

４　追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたもので

あるときは、行うことができない。ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを

知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

５　第１項から第３項までの規定は、第17条の規定による損害賠償の請求並びに第16条、第

16条の２及び第16条の３の規定による解除権の行使を妨げない。 

６　甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知ったときから１年以内にその
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旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完

請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、

乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この

限りでない。 

 

（危険負担） 

第 15 条の２　売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を

負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この

限りでない。 

 

　（契約の解除） 

第 16 条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの

契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が

生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

２　前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の 10 分の１

に相当する額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を違約

金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

　（暴力団排除措置による解除） 

第 16 条の２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の

責めを負わないものとする。 

　(１)　暴力団（高知県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項

において同じ。）であると認められるとき。 

　(２)　役員等（次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員等であると

認められるとき。 

ア　法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者 

イ　法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有す

る者 

ウ　個人にあっては、その者及びその使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる

名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者（事業所の業務を統括

する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）） 

　(３)　役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は

雇用していると認められるとき。 

　(４)　暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる

とき。 
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　(５)　役員等が、自己、その属する法人等（法人その他の団体をいう。）若しくは第三者

の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を

利用していると認められるとき。 

　(６)　役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、

金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

　(７)　役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与して

いると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められると

き。 

　(８)　役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関

与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認めら

れるとき。 

　(９)　前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 

　(10)　第６条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。 

２　前条第２項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。 

 

　（談合等の不正行為があった場合の解除） 

第 16 条の３　甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約

を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わな

いものとする。 

　(１)　公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 62 条第１

項に規定する課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が

確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消

された場合を含む。以下この条において同じ。）。 

　(２)　公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排

除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定したと

き。 

　(３)　乙（法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。）について刑

法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第

１項、第 90 条若しくは第 95 条（独占禁止法第 89 条第１項又は第 90 条に規定する違

反行為をした場合に限る。）の規定による刑が確定したとき。 

　(４)　納付命令又は排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者

団体（以下この号及び次号において「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等

に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に
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対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 18 条第１項第

１号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

　(５)　前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対

象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、

当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該

当するものであるとき（公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる

場合に限る。）。 

２　第 16 条第２項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 

 

（契約解除後の前払金の返還等） 

第 16 条の４　第 11 条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除され

たときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。この場合において、解

除が第 16条、第 16 条の２又は第 16 条の３の規定によるものであるときには、受領した

前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、この契約を締結した日に

おける政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項

の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当

該端数を切り捨てた額）の利息を付して返還しなければならない。ただし、計算した利息

の金額が、100 円に満たないときは、この限りでない。 

 

　（損害賠償等） 

第 17 条　乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損

害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行

が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。 

２　甲は、第 16 条第１項又は第 16 条の２第１項の規定によりこの契約を解除したときに

おいて、第 16 条第２項に定める（第 16条の２第２項において準用する場合を含む。）違

約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求すること

ができる。 

３　甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべ

き売買代金と相殺することができる。 

 

　（談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定） 

第 18 条　乙は、第 16 条の３第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除す
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るか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の 10 分の１に相当する額（当該額に１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を、特別の定めがある場合を除き、

甲が納入の通知（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 231 条に規定する納入の通知を

いう。次条第１項において同じ。）を発する日の属する月の翌月の末日（当該日が日曜日、

土曜日若しくは国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休

日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第

１項において同じ。）までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

　(１)　第 16 条の３第１項第１号、第２号、第４号及び第５号のいずれかに該当する場合

であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項の

規定に基づく不公正な取引方法（昭和 57 年６月 18日公正取引委員会告示第 15 号）第

６項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合 

　(２)　第 16 条の３第１項第３号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑

が確定した場合 

２　前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額

を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金

の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年３パ

ーセントの割合で計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てた額）の遅延利息を付した額を請求することができる。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。 

 

　（談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金） 

第 18 条の２　乙は、第 16 条の３第１項第１号から第３号までのいずれかに該当するとき

は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除

き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。 

２　前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の 10 分の２に相当する額（当該額に１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」

という。）とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第７条の４第２項若しくは第

３項又は第７条の５第３項の規定による課徴金の減額（以下この項において「課徴金の減

額」という。）を受けた事業者（公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けた

ことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。）で

ある場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額（当該額に１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を違約金額から減額した額とする。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。 

 

　（乙の文書提出義務） 
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第 18 条の３　乙（乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。）は、こ

の契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令

その他の文書（この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。）の交付を受けた

ときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。 

２　前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。 

３　前２項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して５年を経過した日の属する

年度の末日まで適用する。 

 

　（違約金等の徴収） 

第 19 条　乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての

違約金（以下この項において「違約金等」という。）を甲の指定する期間（第 18条に規定

する賠償金にあっては同条第１項に、第 18条の２に規定する違約罰としての違約金にあ

っては同条第１項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。）内に支払

わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当

該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年３パーセントの割合で計算

した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において

同じ。）の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払う

べき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延

利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。 

２　前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年３パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないとき

は、この限りでない。 

 

　（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第 20 条　第 14条、第 16 条の４、第 18条第２項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利

息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、

365 日当たりの割合とする。 

 

　（疑義の決定等） 

第 21 条　この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

 

　（裁判管轄） 

第 22 条　この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。 
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　この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契

約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとする。 

 

 

　　令和　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　買受人　　高知県公営企業局 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県公営企業局長　中嶋　真琴　　□印 

 

　　　　　　　　　　　　　　　売渡人　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　□印 
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一般競争入札参加資格確認申請書 

 
令和　　年　　月　　日 

高知県公営企業局長　中嶋　真琴　様 
 

住所 
氏名又は名称 
及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　印 

 
申請書作成担当者 
（氏名）　　　 
（電話番号）　 
（ＦＡＸ番号） 
（電子メール） 

 
　令和８年７月 10日付けで入札公告のありましたあき総合病院の脳血管撮影装置の入札に

参加したいので、下記の書類を添えて申請します。 
　なお、入札公告及び高知県公営企業局が入札に関して定める規程を遵守するとともに、こ

の申請書のすべての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違なく、また入札参

加資格要件を満たしていることを誓約します。 
 

記 
 
○　高度管理医療機器等販売業許可証（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第３９条第１項）の写し 
○　納入に関する証明書（入札公告に示した調達物品及び数量を指定する日時及び場所

に確実に納入できることの証明） 
○　保守サービス体制証明書（維持補修サービス体制が整備されていることの証明） 
○　応札仕様書 
○　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
 

（注）高知県公営企業局契約規程（昭和４１年高知県企業局管理規程第５号）第６条第２号の規

定による入札保証金の免除を受けたい入札参加申請者は、国又は地方公共団体との間にお

いて過去２年以内に当該契約と種類を同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契

約を誠実に履行したことを証する書面（契約書の写し等）を提出すること。 
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委 任 状 

 

 

令和　　年　　月　　日 

 

高知県公営企業局長　中嶋　真琴　　様 

 

（委任者） 

住所 

 

氏名又は名称 

及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印 

 

 

私は、（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）　　　　　　　　　　印

（入札書使用印）を代理人と定め、令和　　年　　月　　日執行の下記の一般競争入札・見

積に関する一切の権限を委任します。 

 

記 

 

件名　　　脳血管撮影装置　一式 
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規程第２号様式 

備　　考 

１　代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をし

て、住所及び氏名を記入し、押印してください。 

２　法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入してくださ

い。 

　３　入札金額の数字の頭には、￥をつけてください。 

　４　入札者又は代理人の本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。ただ

し、郵便による入札においては、責任者氏名、担当者氏名及び連絡先（電話番号）を記

入することにより、押印を省略することができます。 

  

令和　　年　　月　　日 

　契約担当者 

　高知県公営企業局長　中嶋　真琴　様 

 

住　　所 

氏名又は名称 

及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　○印  

 

 

入　札　書 

 

　入札の諸条件を承諾の上、次のとおり入札します。 

 

金　　額 円　

 
契約件名 

又は内容
脳血管撮影装置　一式

 ※郵便による入札において、押印を省略する場合に記入してください。 

　責任者氏名 

　担当者氏名 

　連絡先（電話番号）
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脳血管撮影装置 

 

 

仕　様　書 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


